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介
護
保
険
料

　

介
護
保
険
は
、
介
護
が
必
要
に

な
っ
た
と
き
、
誰
も
が
安
心
し
て

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ

う
支
え
あ
う
制
度
で
す
。

　

介
護
保
険
料
は
、
65
歳
以
上
の

人
は
、
基
準
額
を
も
と
に
、
所
得
段

階
別
に
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
40

歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
国
保
に
加
入

し
て
い
る
人
は
、
国
保
税
と
し
て

世
帯
主
が
納
め
ま
す
。

■
65
歳
以
上
の
人
の
保
険
料
基
準

額
の
見
直
し

　
消
費
税
増
税
財
源
を
活
用
し
、

低
所
得
者
軽
減
強
化
を
す
る
た
め

第
1
か
ら
第
3
段
階
ま
で
の
基
準

額
が
表
3
の
と
お
り
変
更
と
な
り

ま
す
。

各
保
険
料
（
税
）
の
納
付

　

　
各
保
険
料
（
税
）
の
納
付
書
は
7

月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。
同
封
さ

れ
た
納
付
書
に
よ
り
、
金
融
機
関

や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納

期
ご
と
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
の
利
用
者
に
つ
い
て
は

納
付
書
が
同
封
さ
れ
ま
せ
ん
の

で
、
各
保
険
料
（
税
）
の
通
知
書
に

記
載
さ
れ
た
納
付
額
と
口
座
振
替

日
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
納
税
組
合
員
の
う
ち
国
保
税
を

納
付
書
で
納
付
す
る
組
合
員
に

つ
い
て
は
、加
入
し
て
い
る
納
税

組
合
長
に
送
付
し
て
い
ま
す
。

※
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
（
特

別
徴
収
）
の
人
に
は
、
8
月
上
旬

に
送
付
し
ま
す
。

 

 

税
務
課
国
民
健
康
保
険
税
担
当
　


5
1
4
7

国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、介
護
保
険
料
の
賦
課
内
容

を
見
直
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
税

　

国
民
健
康
保
険
税
（
国
保
税
）

は
、
前
年
所
得
に
よ
る
「
所
得
割

額
」
、
国
保
加
入
者
の
人
数
に
応
じ

た
「
均
等
割
額
」
、
加
入
全
世
帯
に

対
し
て
係
る
「
平
等
割
額
」
の
3
つ

の
項
目
の
合
計
額
と
な
り
ま
す
。

　

令
和
元
年
度
の
課
税
限
度
額

は
、
96
万
円
（
介
護
保
険
対
象
外
の

世
帯
は
80
万
円
）
で
す
。

■
低
所
得
者
に
係
る
国
保
税
軽
減

　

令
和
元
年
度
か
ら
表
1
の
と

お
り
軽
減
対
象
範
囲
が
広
が
り
ま

す
。
軽
減
判
定
所
得
額
は
、
4
月
1

日
現
在
の
世
帯
主
と
被
保
険
者
全

員
の
合
計
額
で
す
。
世
帯
主
が
国

保
に
加
入
し
て
い
な
い
場
合
も
含

み
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
（
保

険
料
）
は
、
75
歳
（
一
定
の
障
が
い

が
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
と
き
は

65
歳
）
以
上
の
人
が
加
入
す
る
高

齢
者
の
医
療
制
度
で
す
。
保
険
料

は
、
一
人
一
人
が
均
等
に
負
担
す

る
「
均
等
割
額
」
と
前
年
所
得
に
よ

る
「
所
得
割
額
」
の
合
計
額
で
す
。

■
低
所
得
者
に
係
る
保
険
料
軽
減

　
世
代
間
の
負
担
を
公
平
に
し
、

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給

な
ど
を
踏
ま
え
、
表
2
の
と
お
り

軽
減
割
合
と
軽
減
判
定
所
得
額
が

変
更
と
な
り
ま
す
。

　

軽
減
判
定
所
得
額
は
、
4
月
1

日
現
在
の
世
帯
主
と
被
保
険
者
の

所
得
合
計
額
で
す
。
世
帯
主
が
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て

い
な
い
場
合
も
含
み
ま
す
。

■表 2　後期高齢者医療保険料の軽減判定所得額

軽減
割合

世帯内の被保険者と世帯主の所得の合計額
（下線部が変更点です）

8割 33万円
以下の
世帯

世帯内の被保険者全員が年
金収入80万円以下の世帯（年
金以外の所得がない場合）

8.5割 上記以外の世帯

5割
「33万円＋（28万円×世帯の被保険者
数）」を超えない世帯

2割
「33万円＋（51万円×世帯の被保険者
数）」を超えない世帯

※軽減割合が8割の被保険者は、年金生活者支援

給付金など支援策の対象となります。同一世

帯に住民税課税者がいる場合など対象外とな

る場合があります。

■表1　国民健康保険税の軽減判定所得額

軽減
割合

世帯内の被保険者と世帯主の所得の合計額
（下線部が変更点です）

7割 前年度から変更なし

5割
世帯の所得が「33万円＋28万円×（被保
険者数＋特定同一世帯所属者数）」を超
えない世帯

2割
世帯の所得が「33万円＋51万円×（被保
険者数＋特定同一世帯所属者数）」を超
えない世帯

※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者

医療制度に移行した75歳以上の人です。世帯

異動などで新たに再取得した人は対象外とな

ります。

■表3 介護保険料の軽減後基準額（第3段階まで抜粋）

段
階

平成30年度
（負担割合/ 基準額）

令和元年度
（負担割合/ 基準額）

第
１
段
階

0.45/31,600円 0.375/26,300円

対象者：次の～のいずれかの人　生活

保護受給者、世帯全員が住民税非課税の老

齢福祉年金受給者、世帯全員が住民税非課

税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額

の合計額が80万円以下の人

第
２
段
階

0.75/52,700円 0.625/43,900円

対象者：世帯全員が住民税非課税で、本人の課

税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万

円超120万円以下の人

第
３
段
階

0.75/52,700円 0.725/51,000円

対象者：世帯全員が住民税非課税で、本人の課

税年金収入額と合計所得金額の合計額が120

万円超の人

　

多
く
の
皆
さ
ん
と
、
ま
つ
り
の

興
奮
と
感
動
を
味
わ
う
べ
く
、

９
月
8
日

に
開
催
す
る
、
第
56

回
政
宗
公
ま
つ
り
「
伊
達
武
者
行

列
」
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
区
分
・
募
集
人
員
な
ど


伊
達
政
宗
公

募
集
人
員
　

1
人

応
募
資
格
　
18
歳
以
上
で
体
力
に

自
信
の
あ
る
人

参
加
費
　

5
万
円


騎き

ば

む

し

ゃ

馬
武
者
隊

募
集
人
員
　

9
人

応
募
資
格
　
18
歳
以
上
で
体
力
に

自
信
の
あ
る
人

参
加
費
　

3
万
円


甲か

っ
ち
ゅ
う
む
し
ゃ

冑
武
者
隊

募
集
人
員
　
35
人

応
募
資
格
　
18
歳
以
上
で
体
力
に

自
信
の
あ
る
人


ち
び
っ
こ
政
宗

募
集
人
員
　

5
人

応
募
資
格
　
実
行
委
員
会
で
用
意

し
た
よ
ろ
い
を
着
て
行
進
の
で
き

る
小
学
1
～
3
年
生

※
保
護
者
が
着
替
え
会
場
ま
で
送

迎
し
て
く
だ
さ
い
。


ち
び
っ
こ
愛め

ご
ひ
め姫

募
集
人
員

　
3
人

応
募
資
格

　
自
分
が
持
っ
て
い
る

着
物
を
着
て
参
加
で
き
る
小
学

1
～
6
年
生

※
保
護
者
が
出
発
会
場
ま
で
送
迎

し
て
く
だ
さ
い
。


愛め

ご
ひ
め姫

募
集
人
員
　
１
人

応
募
資
格
　
18
歳
以
上
（
高
校
生

を
除
く
）
で
、
実
行
委
員
会
で
用
意

し
た
着
物
を
着
て
参
加
で
き
る
人



鎧
よ
ろ
い

着
付
助す

け

っ
人と

た

い隊

内
容
　
騎
馬
武
者
隊
・
甲
冑
武
者

隊
が
着
用
す
る
、
よ
ろ
い
の
着
付

け
の
手
伝
い

※
資
格
や
定
員
は
あ
り
ま
せ
ん
。

応
募
方
法
な
ど

■
応
募
方
法

　

住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
性

別
・
年
齢
（


は
学
校
名
と
学

年
）・
電
話
番
号
と
、
希
望
す
る
募

集
区
分
を
記
入
し
、
官
製
は
が

き
、
フ
ァ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル
の
い
ず

れ
か
で
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、



を
希
望
す
る
人

は
、
全
身
写
真
（
裏
面
に
身
長
・
体

重
を
記
入
）
を
添
え
て
応
募
し
て

く
だ
さ
い
。

※
写
真
は
返
却
で
き
ま
せ
ん
。

■
応
募
期
間

　

７
月
22
日

ま
で
（
当
日
消
印

有
効
）

■
選
考
方
法

　

応
募
多
数
の
場
合
は
、
政
宗
公

ま
つ
り
実
行
委
員
会
で
選
考
を
行

い
ま
す
。

　

選
考
結
果
は
、
応
募
者
全
員
に

通
知
し
ま
す
。

■
応
募
先
・
問
合
せ
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大
崎
市
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山
字
船
場
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政
宗
公
ま
つ
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実
行
委
員
会
事
務

局
（
岩
出
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総
合
支
所
地
域
振
興

課
内
）

Ｅ
メ
ー
ル　
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政
宗
公
ま
つ
り
実
行
委
員
会
事
務
局
　


1
2
1
5

　


1
2
9
0

第
56
回
政
宗
公
ま
つ
り
に
参
加
し
ま
せ
ん
か

教育委員

　堀
ほり

 智
ち え こ

恵子

　松本美佐子教育委員の任期が令

和元年5月29日に満了したことに

伴い後任の堀智恵子氏が5月30日、

市長より発令されました。任期は、

令和5年5月29日までの4年間と

なります。

新しい教育委員会委員

が任命されました

  教育総務課総務担当　

 72-5032

 

 

社
会
福
祉
課
地
域
福
祉
係
　


6
0
1
2

住
民
税
非
課
税
者
を
対
象
に
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品

券
の「
購
入
引
換
券
交
付
申
請
書
」を
郵
送
し
ま
す

　

2
万
5
千
円
の
商
品
券
を
2
万

円
で
購
入
で
き
る
プ
レ
ミ
ア
ム
付

商
品
券
を
販
売
し
ま
す
。

■
購
入
対
象
者

　

平
成
31
年
1
月
1
日
時
点
で
大

崎
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ

れ
、
令
和
元
年
度
の
住
民
税
が
課

税
さ
れ
て
い
な
い
人

※
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
人

に
扶
養
さ
れ
て
い
る
人
や
生
活

保
護
受
給
者
は
対
象
外
で
す
。

■
申
請
方
法

　

7
月
下
旬
に
「
購
入
引
換
券
交

付
申
請
書
」
を
郵
送
し
ま
す
の

で
、
購
入
希
望
者
は
、
同
封
の
返
信

用
封
筒
を
利
用
し
て
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

申
請
期
間　

8
月
6
日

～
11
月

30
日


■
申
請
後
の
流
れ


交
付
決
定
さ
れ
た
人
へ
、
9
月

下
旬
か
ら
随
時
「
購
入
引
換
券
」

を
郵
送
し
ま
す
。


「
購
入
引
換
券
」
を
持
参
し
、
市

内
郵
便
局
で
「
商
品
券
」
を
購
入


令
和
2
年
1
月
31
日

ま
で
に
、

商
品
券
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

（
使
用
で
き
る
店
舗
は
、商
品
券
購

入
時
に
郵
便
局
で
配
布
さ
れ
る
一

覧
表
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
）

■
問
い
合
わ
せ
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
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※基準額は、基準月額（5,865円）×12月×各段階別割
合で算定されたものです（100円未満は切り捨て）。

 


